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（提案理由） 

 本件は、児童福祉法等の一部を改正する法律が公布され、児童福祉法が改正

されたことに伴い、同法を引用する本市の関係条例において、所要の改正を行

うものである。 



京田辺市条例第  号 

 

   児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例（案） 

 

 （京田辺市附属機関設置条例の一部改正） 

第１条 京田辺市附属機関設置条例（平成２６年京田辺市条例第１号）の一部

を次のように改正する。 

  別表市長の部京田辺市要保護児童対策地域協議会の項中「第３３条第１０

項」を「第３３条第１９項」に改める。 

 （京田辺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部改正） 

第２条 京田辺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例（平成２６年京田辺市条例第１９号）の一部を次のように

改正する。 

  第１５条第１項第１号中「この号及び次号において」を削る。 

  第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号（幼保

連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては認定こども

園法第２７条の２第１項各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあ

っては学校教育法第２８条第２項において準用する認定こども園法第２７条

の２第１項各号）」に改める。 

 （京田辺市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正） 

第３条 京田辺市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年京田辺市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

  第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改

める。 

  附則第９条中「第１８条の１８第１項の登録」を「第１８条の１８第３項

に規定する保育士登録」に改める。 

 （京田辺市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条
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例の一部改正） 

第４条 京田辺市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年京田辺市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

  第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改

める。 

 （京田辺市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第５条 京田辺市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例（令和７年京田辺市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

  第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改

める。 

  第２２条第１項中「（国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号）

第１２条の５第５項に規定する事業実施区域内にある一般型乳児等通園支援

事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限

定保育士。以下この条において同じ。）」を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

［京田辺市附属機関設置条例の一部改正（第１条関係）］ ［京田辺市附属機関設置条例の一部改正（第１条関係）］  

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉法の改

正に伴う引用条

項の整理 

別表（第２条―第４条関係） 別表（第２条―第４条関係） 

執行機関 名称 担任事務 人数 任期 

市長 （略） （略） （略） （略） 

京田辺市要保護

児童対策地域協

議会 

要保護児童（児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第６条の３第８項に

規定する要保護児童をいい、同法第３

１条第４項に規定する延長者及び同法

第３３条第１９項に規定する保護延長

者を含む。）若しくは要支援児童（同

法第６条の３第５項に規定する要支援

児童をいう。）及びその保護者又は特

定妊婦（同項に規定する特定妊婦をい

う。）（以下この欄においてこれらを

「要保護児童等」という。）への援助

のために必要な情報交換、要保護児童

等に対する支援の内容に関する協議を

行うほか、次に掲げる事項 

（１）及び（２） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 
 

執行機関 名称 担任事務 人数 任期 

市長 （略） （略） （略） （略） 

京田辺市要保護

児童対策地域協

議会 

要保護児童（児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第６条の３第８項に

規定する要保護児童をいい、同法第３

１条第４項に規定する延長者及び同法

第３３条第１０項に規定する保護延長

者を含む。）若しくは要支援児童（同

法第６条の３第５項に規定する要支援

児童をいう。）及びその保護者又は特

定妊婦（同項に規定する特定妊婦をい

う。）（以下この欄においてこれらを

「要保護児童等」という。）への援助

のために必要な情報交換、要保護児童

等に対する支援の内容に関する協議を

行うほか、次に掲げる事項 

（１）及び（２） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 
 

［京田辺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部改正（第２条関係）］ 

［京田辺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部改正（第２条関係）］ 

 

 （特定教育・保育の取扱方針）  （特定教育・保育の取扱方針）  

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、それぞれ

当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特

定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。 

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、それぞれ

当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特

定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。 

 

 （１） 幼保連携型認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「認定こども園

法」という。）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以

下同じ。）幼保連携型認定こども園教育・保育要領（認定こども園法第１０

条第１項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課

程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。次項において同じ。） 

 （１） 幼保連携型認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下この号及び次号

において「認定こども園法」という。）第２条第７項に規定する幼保連携型

認定こども園をいう。以下同じ。）幼保連携型認定こども園教育・保育要領

（認定こども園法第１０条第１項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携

型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう

。次項において同じ。） 

 

字句の整理 
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児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

 （２）～（４） （略）  （２）～（４） （略）  

２ （略） ２ （略）  

 （虐待等の禁止）  （虐待等の禁止）  

第２５条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに対し、児童福

祉法第３３条の１０第１項各号（幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施

設の職員にあっては認定こども園法第２７条の２第１項各号、幼稚園である特定教

育・保育施設の職員にあっては学校教育法第２８条第２項において準用する認定こ

ども園法第２７条の２第１項各号）に掲げる行為その他当該教育・保育給付認定子

どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

第２５条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに対し、児童福

祉法第３３条の１０各号に掲げる行為その他当該教育・保育給付認定子どもの心身

に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

児童福祉法の改

正に伴う引用条

項の整理 

［京田辺市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正（

第３条関係）］ 

［京田辺市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正（

第３条関係）］ 

 

 （虐待等の禁止）  （虐待等の禁止）  

第１２条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第３３条の１０第１

項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をして

はならない。 

第１２条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第３３条の１０各号

に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはなら

ない。 

児童福祉法の改

正に伴う引用条

項の整理 

   附 則    附 則  

第９条 前２条の規定を適用する時は、保育士（法第１８条の１８第３項に規定する

保育士登録を受けた者をいい、第２９条第３項若しくは第４４条第３項又は前２条

の規定により保育士とみなされる者を除く。）を、保育士の数（前２条の規定の適

用がないとした場合の第２９条第２項又は第４４条第２項により算定されるものを

いう。）の３分の２以上、置かなければならない。 

第９条 前２条の規定を適用する時は、保育士（法第１８条の１８第１項の登録を受

けた者をいい、第２９条第３項若しくは第４４条第３項又は前２条の規定により保

育士とみなされる者を除く。）を、保育士の数（前２条の規定の適用がないとした

場合の第２９条第２項又は第４４条第２項により算定されるものをいう。）の３分

の２以上、置かなければならない。 

児童福祉法の改

正に伴う引用条

項の整理 

［京田辺市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正（第４条関係）］ 

［京田辺市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正（第４条関係）］ 

 

 （虐待等の禁止）  （虐待等の禁止）  

第１２条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第３３条の１０第

１項各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしては

ならない。 

第１２条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第３３条の１０各

号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならな

い。 

児童福祉法の改

正に伴う引用条

項の整理 

［京田辺市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

（第５条関係）］ 

［京田辺市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

（第５条関係）］ 

 

 （虐待等の防止）  （虐待等の防止）  

第１３条 乳児等通園支援事業者の職員は、利用乳幼児に対し、法第３３条の１０第

１項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をし

てはならない。 

第１３条 乳児等通園支援事業者の職員は、利用乳幼児に対し、法第３３条の１０各

号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはな

らない。 

児童福祉法の改

正に伴う引用条

項の整理 



児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

 （職員）  （職員）  

第２２条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士その他乳児等通園支援に従事す

る職員として市長が行う研修（市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研

修を含む。）を修了した者（以下この条において「乳児等通園支援従事者」という

。）を置かなければならない。 

第２２条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士（国家戦略特別区域法（平成２

５年法律第１０７号）第１２条の５第５項に規定する事業実施区域内にある一般型

乳児等通園支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特

別区域限定保育士。以下この条において同じ。）その他乳児等通園支援に従事する

職員として市長が行う研修（市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修

を含む。）を修了した者（以下この条において「乳児等通園支援従事者」という。

）を置かなければならない。 

 

２及び３ （略） ２及び３ （略）  
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